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特定計量器は定期検査を

条例制定などに
皆さんのご意見を

不動産の公売を実施します

特定計量器の定期検査を行います。
質量計を取引や証明に使用している人
は必ず受けてください。日時や会場は
下表のとおり。計量器はよく掃除して

お持ちください。
なお、廃業などで計量器を使用しな

くなった場合は連絡してください。

特定計量器定期検査日程
期日 時間 会場 対象区域

10
月

22日㈪

午前９時30分
～正午、午後1
時～４時

第二コミュニティセンター 三河町一・二丁目、朝日町一～四丁目、天川原町、天川原町一・二丁目、六
供町、六供町一～五丁目、天川町、文京町一～四丁目、南町一～四丁目

26日㈮ 総合教育プラザ 岩神町一～四丁目、敷島町、緑が丘町、平和町一・二丁目、住吉町一・二丁
目、国領町一・二丁目

29日㈪ 市職員研修会館 大手町一～三丁目、紅雲町一・二丁目、千代田町一～五丁目、本町一～三
丁目、表町一・二丁目

11
月

１日㈭ 富士見地区農村環境改善センター 富士見支所管内の各町
６日㈫ 大胡保健センター 大胡支所管内の各町

８日㈭ 総合福祉会館 若宮町一～四丁目、城東町一～五丁目、日吉町一～四丁目

12日㈪ 宮城公民館 宮城支所管内の各町
15日㈭ 粕川公民館 粕川支所管内の各町

※指定の期日に都合が悪いときは、他の会場でも受けられるほか、10 月 24 日㈬・25 日㈭・30 日㈫・31 日㈬、11 月５日㈪・９日㈮・
13 日㈫・16 日㈮の午前９時 30 分～正午、午後 1 時～４時に計量検査所でも受けられます。

■介護サービス事業所などの設備および運営に関
する基準条例

介護サービス事業所などの人員や設備、運営な
どに関する基準を定める条例です。
資料閲覧・意見提出期間＝10月25日㈭まで
担当課＝市役所介護高齢課（☎898―6132）
ファクス＝223―4400
E メール＝ kaigo_kourei@city.maebashi.gunma.
jp
■児童福祉施設の設備及び運営に関する基準条例

児童福祉施設の設備や運営に関する基準を定め
る条例です。
資料閲覧・意見提出期間＝10月25日㈭まで
担当課＝前橋保健センター内保育課（☎220―57 
05）
住所＝〒371―0014朝日町三丁目36―17
ファクス＝243―6474
Eメール＝hoiku@city.maebashi.gunma.jp

■指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及
び運営に関する基準条例

指定障害福祉サービス事業などの人員や設備、
運営に関する基準を定める条例です。
資料閲覧・意見提出期間＝10月25日㈭まで
担当課＝市保健所内障害福祉課（☎220―5713）
住所＝〒371―0014朝日町三丁目36―17
ファクス＝223―8856
Eメール＝syougaifukushi@city.maebashi.gunma.
jp
■行財政改革推進計画

行政の効率化や財政の健全化などに取り組む基
本方針となる計画です。
資料閲覧・意見提出期間＝10月31日㈬まで
担当課＝市役所行政管理課（☎898―6537）
ファクス＝224―3003
Eメール＝gyoukan@city.maebashi.gunma.jp

滞納処分で差し押さえた不動産４件 
（右表のとおり）の公売を行います。詳 
しくは本市ホームページをご覧くださ
い。
入札期間＝10月16日㈫午後１時～10月 
23日㈫午後１時
申し込み＝10月９日㈫午後11時までに 
ヤフー官公庁オークション（http://
k o u b a i . a u c t i o n . y a h o o . c o . j p /
maebashi）で

公売不動産の概要

所在地 種別 面積 最低入札価額

富士見町石井 畑・物置 土地 396㎡ 
建物 33.12㎡ 230 万円

富士見町小沢 宅地・居宅 土地 491.22㎡ 
建物 107.23㎡ 900 万円

城東町三丁目 宅地 土地 50.98㎡ 220 万円

長野県北佐久郡
御代田町 原野 土地 566㎡ 550 万円
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赤城山

前橋市推奨

ブランド認証品

条例や計画などに関するパブリックコメント（意見募集）を行います。資料は
各担当課のほか、市役所情報公開コーナー、前橋プラザ元気21内にぎわい商業
課、各支所・市民サービスセンターで閲覧できます。また、本市ホームページ
にも掲載します。
意見の提出は所定の用紙に住所・氏名・意見を記入し、各閲覧場所へ直接。
または各担当課へ郵送、ファクス、Ｅメールで。
寄せられたご意見は、本市の考え方を整理して各閲覧場所で公表します。
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